
ＨＩＶに曝露したと思われる状況発生

応急処置・曝露源患者等への対応

専門医療機関へ連絡

別紙「針刺し等血液体液曝露時受傷者受入可能病院一覧」を参照

自施設内の医療事故対策責任者等に報告

ＡＣＣのホームページ（下記）や、「抗ＨＩＶ治療ガイドライン」（厚生労働行政

推進調査事業費補助金エイズ対策政策研究事業ＨＩＶ感染症及びその合併症の課

題を克服する研究班）等を参考に、受診の検討。

http://www.acc.ncgm.go.jp/medics/infectionControl/pep.html

曝露した者が予防薬の服用を希望

受診先が予防薬管理受託機関

様式第１号を記載し、予防薬受領・服用

（通常１～３日分）

※県が配備する予防薬を受領した場合は、様式第４号を記載し、

県感染症対策課へ提出すること
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令和６年１月 17日

ＨＩＶ感染防止のための予防内服対応フローチャート

専門医受診

予防内服に関する説明・予防薬服用の適否を判断

専門医

不在

専門医受診

予防薬服用の継続を判断

予防薬服用

静岡県

県が配備する予防薬を使用病院が所持する予防薬を使用


